
 

第１号議案 大和都市計画公園の変更について（奈良県決定） 

８・６・７号 平城宮跡歴史公園の追加 
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８・６・７号 平城宮跡歴史公園 計画図 
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８・６・７号 平城宮跡歴史公園 計画平面図 
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歴史体験学習館Ｎ

交通ターミナルＭ

平城宮跡展示館（公園管理センター）Ｌ

観光案内所、飲食・物販施設Ｋ

朱雀門Ｊ

東院庭園Ｉ

広場Ｈ

施設名記号

歴史体験学習館Ｎ

交通ターミナルＭ

平城宮跡展示館（公園管理センター）Ｌ

観光案内所、飲食・物販施設Ｋ

朱雀門Ｊ

東院庭園Ｉ

広場Ｈ

施設名記号

朝集殿院Ｔ

第二次朝堂院Ｓ

第二次大極殿院Ｒ

内裏Ｑ

第一次朝堂院Ｐ

第一次大極殿院Ｏ

施設名記号

朝集殿院Ｔ

第二次朝堂院Ｓ

第二次大極殿院Ｒ

内裏Ｑ

第一次朝堂院Ｐ

第一次大極殿院Ｏ

施設名記号

広場Ｇ

広場Ｆ

東楼Ｅ

南門Ｄ

西楼Ｃ

築地回廊Ｂ

第一次大極殿正殿Ａ

施設名記号

広場Ｇ

広場Ｆ

東楼Ｅ

南門Ｄ

西楼Ｃ

築地回廊Ｂ

第一次大極殿正殿Ａ

施設名記号



大和都市計画公園（平城宮跡歴史公園）の

変更に係る都市計画手続

説明会 平成２０年１０月８日～１９日 ４回

公聴会 平成２０年１１月２日 １回（公述人１名）

案の公告・縦覧 平成２０年１２月２日～１６日 意見書２通

市町村の意見聴取 平成２１年２月１６日 （奈良市意見）

（奈良国際文化観光都市建設審議会） 意見はありません。

平成２１年２月１３日

（奈良県都市計画審議会）



意見書の意見の要旨（平城宮跡歴史公園）

意見書の数： ２通（５意見）

［都市計画］

１．二条町等においては私有地を避け公園区域が設定されているが、佐紀町で

は私有地を避けずに公園区域が設定されているのは居住権の侵害であり、国

有化された土地という区域設定理由に反している。

２．都市計画決定の段階においては、所定の手続きに止まらず、可能な限り市

民参加が保障されなければならない。しかしながら、公園整備計画の策定に

当たって、たった４回の開催で結論に至った委員会においては、住民や一般

市民の参加はなく、意見を聞く場も設けられず、また、パブリックコメント

についても、多くの住民が知る由もなく行われており、市民参加が全く欠落

している。

［基本計画］

１．国土交通省が策定した国営飛鳥・平城宮跡歴史公園平城宮跡区域基本計画

については、同意する。

［近鉄］

１．平城宮跡歴史公園の事業完了後においても、近鉄が奈良線大和西大寺～近

鉄奈良間の鉄道事業を運営し、鉄道としての機能及び鉄道利用者より求めら

れている現状のサービス水準を維持することを担保してほしい。

２．平城宮跡歴史公園の事業中についても、鉄道事業の運営維持に支障が生じ

ないようにして欲しい。



第１号議案　　大和都市計画公園の変更（奈良県決定）についての意見の要旨

８・６・７号　平城宮跡歴史公園

番号 分類
意見書数
（延べ人数）

1 大阪市
天王寺区
事業者

１人

2 奈良市
佐紀町
自治会
長、住民

１通（３人）

意見書の要旨

１．都市計画
　○　二条町等においては私有地を避け公園区域が設定されてい
る
　　が、佐紀町では私有地を避けずに公園区域が設定されているの
　　は居住権の侵害であり、国有化された土地という区域設定理由
　　に反している。

　○　都市計画決定の段階においては、所定の手続きに止まらず、
　　可能な限り市民参加が保障されなければならない。しかしなが
　　ら、公園整備計画の策定に当たって、たった４回の開催で結論
　　に至った委員会においては、住民や一般市民の参加はなく、意
　　見を聞く場も設けられず、また、パブリックコメントについても、多
　　くの住民が知る由もなく行われており、市民参加が全く欠落して
　　いる。

１．基本計画
　○　国土交通省が策定した国営飛鳥・平城宮跡歴史公園平城宮
　　跡区域基本計画については、同意する。

２．近鉄
　○　平城宮跡歴史公園の事業完了後においても、近鉄が奈良線
　　大和西大寺～近鉄奈良間の鉄道事業を運営し、鉄道としての機
　　能及び鉄道利用者より求められている現状のサービス水準を維
　　持することを担保してほしい。

　○　平城宮跡歴史公園の事業中についても、鉄道事業の運営維
　　持に支障が生じないようにして欲しい。



公聴会の意見の要旨（平城宮跡歴史公園）

開催日時： 平成２０年１１月２日（日） 午後２時００分から

開催場所： 奈良商工会議所５階大ホール

公述人の数：１名（３意見）

［都市計画］

１．この計画は、県の独断で決定され、地域住民に対する説明責任を果たして

おらず、住民の利便性や居住権までも奪うずさんな計画である。国が決定し

た計画への協力は、国民の義務と押しつけ、一部の意見より国民の利益を優

先する考えで進められている。

２．立ち退きを強制されたり、生活道路を奪われたり、生活道路の付け替えに

より立ち退きを強制される住民が多数発生する。

［その他］

１．一条通りの付け替え道路は私の家の南側を通る予定であったが、今回線引

きが変えられ、我が家の北側に線が引き直されているのは納得できない。



１．公聴会の日時及び場所

　　　○日時　　平成２０年１１月２日（日）　午後２時００分から

　　　○場所　　奈良商工会議所５階大ホール

２．作成しようとする都市計画の変更案

　　　○都市計画の種類　　大和都市計画公園

　　　○都市計画の名称　　８・６・７号　平城宮跡歴史公園

３．公聴会における意見

　　　○公述人の数　　１名

　　　○意見の要旨及び県の考え方

意見の要旨 都市計画決定権者の見解

　この都市計画（案）は、有識者及び関係機関の代
表者で構成された委員会による検討及びパブリック

番号

　この計画は、県の独断で決定され、地域住民に対
する説明責任を果たしていない 住民の利便性や居

大和都市計画公園の変更案にかかる

表者で構成された委員会による検討及びパブリック
コメントによる一般の方からのご意見を反映してと
りまとめられた「国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 平城
宮跡区域 基本計画」に基づいて作成しています。
　県は都市計画の手続きにおいて、説明会や公聴会
の開催のほか、都市計画（案）の説明チラシの配布
や要請に応じて説明に伺うなど、地元の皆様の一層
のご理解を得るように努めています。
　今後、事業が具体化する際にも、適宜、地元の皆
様へ説明を行うなど、ご理解とご協力を得ながら進
められていくものと承知しています。
　なお、ご指摘の都市計画道路一条富雄線は、昭和
４１年に現在の位置に都市計画決定され、その後
ルートの変更はありません。1

する説明責任を果たしていない。住民の利便性や居
住権までも奪うずさんな計画である。
　国が決定した計画への協力は、国民の義務と押し
つけ、一部の意見より国民の利益を優先する考えで
進められている。
　一条通りの付け替え道路は私の家の南側を通る予
定であったが、今回線引きが変えられ、我が家の北
側に線が引き直されているのは納得できない。
　４０年前は田畑を取り上げる代わりに、失業対策
を考えた事業説明が行われたが、今回は、何の相談
もなく公園に組み込まれ、立ち退きを強制された
り、生活道路を奪われたり、生活道路の付け替えに
より立ち退きを強制される住民が多数発生する。公
園化は良いが、住民無視の原案には反対であり、住
民の意見をとり込んだ計画に修正するべき。

奈良県土木部まちづくり推進局公園緑地課
TEL ： ０７４２－２７－８９４５ FAX ： ０７４２－２２－７８３２

ホームページアドレス http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1683.htm



説明会の意見の要旨（平城宮跡歴史公園）

開催場所：佐保川小学校（平成２０年１０月 ８日）

都跡小学校 （平成２０年１０月１０日）

西大寺北小学校（平成２０年１０月１５日）

奈良県中小企業会館（平成２０年１０月１９日）

人 数：延べ２１３名

［都市計画］

１．公聴会や都市計画審議会を開いた段階で我々の意見が消えてしまいそうで

心配。

２．我々が納得してはじめて審議会を開催していただきたい。

３．新たな用地買収のあるこのような計画であれば撤回して欲しい。

４．都市計画決定されたら、どういう規制がかかるのか。

［基本計画］

１．この公園ができたことによる住民へのメリット、デメリットは何か。

２．公園になったら車は一切公園内に入れないのか。

３．朱雀大路西側の交通ターミナルの車の容量が足らないのではないか。もう

２箇所ぐらい車を止めるところが必要では。

４．パブリックコメントの意見をみんなに周知して欲しい。

［公園整備］

１．住民が参画して、計画を作っていくのが協働のあり方であり、基本計画の

内容を充実させるためにも大切なこと。

２．何年後に何をします、この辺はどういうふうな整備をします、といった具

体のスケジュールをちゃんと説明して欲しい。



３．この事業を 2010 年の平城遷都 1300 年祭までに間に合わそうとしているの

か。

４．公園内に居住している人の対応はどう考えているのか。

［道路］

１．周辺をまず整備してから公園を考えるべき。

２．移設先の道路となる都市計画道路について詳しく説明して欲しい。

３．一条通りの移転のあるこのような計画であれば撤回して欲しい。

４．県道は北へ移設します、市道は東側に移設します。と言うが元のまま生活

道路として使わせて欲しい。

５．まずは道路整備が大事。道路整備を十分考えて欲しい。

６．休日には奈良公園近辺は他府県の車で大変渋滞している状態。せっかくの

公園の拠点に来ながら、車内で時間を過ごしている。自動車の迂回路など、

交通対策について配慮を願いたい。

７．近鉄大和西大寺駅からこの宮跡までのアクセス道路をまず整備しなければ

ならない。

［近鉄］

１．近鉄大和西大寺駅には１時間に何分間しか開かないという開かずの踏切が

ある。この開かずの踏切の解消として、近鉄大和西大寺駅から新大宮駅まで

地下化してほしい。

２．近鉄大和西大寺駅や新大宮駅、学園前駅あたりまで全部地下に入れればよ

い。

［その他］

１．４０ mm ／ｈｒの雨が降ったら二条町は水がつく。



平城宮跡歴史公園の基本計画策定経緯

平成２０年５月２７日 第１回委員会開催 計画策定に当たっての基本的な考

え方の整理

平成２０年６月２０日 第２回委員会開催 基本計画（素案）の検討

平成２０年７月３０日 第３回委員会開催 基本計画（案）の検討

平成２０年８月１８日

～
パブリックコメント実施

平成２０年９月１６日

平成２０年９月２９日 第４回委員会開催 基本計画（案）の再検討

平成２０年１２月１日 基本計画決定


